
４月２７日の統一自治体選挙で皆様のご支援を頂き区政に参画

させていただいて早くも９ヶ月が経ち、２年目を迎えます。昨年

は(統一自治体)選挙に始まり(衆議院)選挙に終わり、選挙に明け

暮れた年だったようにも思います。本年は、昨年までの活動を踏

まえ、皆様とお約束しました公約実現のため更に全力投球して参

ります。

皆様におかれましては、実りある１年となりますようご祈念申

し上げます。今後も皆様のご支援を賜りますようお願い申し上げ

ます。

◆３月２日から墨田区議会予算委員会が始まります！◆
平成１６年度の予算委員会が３月２日から１５日まで（実質９日間）行われます。墨田区で

は下記の４つの重要施策を柱に予算案が出されました。

【1】にぎわいと潤いあるまちづくり

【2】明日のすみだを担うひとづくり

【3】産業の再生と創造

【4】区民・地域・行政が協力して進めるしくみづくり

１１月議会で代表質問させていただいた『保育園の待機児童解消』『母子家庭の就労支援』

については【2】明日のすみだを担うひとづくりのなかで子育て支援を中心とした住み続けた

いまちの中の新規事業として予算案に盛り込んでいただけました。

『保育園の待機児童解消』について

現在ある保育所を改修し新たに受け入れの児童を増やす。

指定管理者制度導入のあおやぎ保育園で受け入れ児童を増やす。

『母子家庭の就労支援』について

母子家庭等の自立支援給付

今後は予算委員会の中で審議が行われますが、その他の予算を含め、皆様が納めた税金が健全

で、有意義に暮らしの安心のため使われるよう、論議に参画していきます。

（平成９年４月２５日第３種郵便物許可）
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◆請願・陳情について◆

区議会は、区民の皆さんの区政に関する希望や要望を請願や陳情として受け
付けています。

Ｑ１ 請願・陳情とは？

Ａ１ 請願とは憲法に保障された「請願権」の趣旨に従い、皆さんの意思を政治に反映させるためのもので、議

員の紹介が必要です。

一方、陳情は議員の紹介を必要としない点で請願とは異なりますが、本区議会では、内容が請願にあては

まるものについては、請願と同様に取り扱っています。

Ｑ２ 請願・陳情のとりあつかいは？

Ａ２ 受理した請願・陳情は、本会議に置いて所感の常任委員会に審査を付託します。審査付託された常任委員

会では、内容を十分に審査した上、とりあげられるものは「採択」、そうでないものは「不採択」の結論

を出します。

また、採択した請願・陳情は、区長等の執行機関への送付、国や都等へ意見書を提出することで請願・陳

情者の趣旨の実現を図ります。

Ｑ３ 請願・陳情はどのように提出すればいいの？

Ａ３ 文書で請願・陳情の趣旨、提出年月日、提出者の住所（法人の場合は所在地及び名称）を記載し、提出者

（法人の場合は、その代表者）が署名又は記名押印していただくことになります。

提出は、区役所15階の区議会事務局へ、連絡先を必ず明記のうえ持参又は郵送してください。

Ｑ４ 請願・陳情の提出時期は？

Ａ４ 各定例会（２月、６月、９月、１１月）の

最初の本会議の３日前（閉庁日は除きます）まで

に受理したものについては、その定例会で、

それ以降については次の定例会での付託審査

となります。

Ｑ５ 請願・陳情の様式はあるの？

Ａ５ 特に決まった様式はありません。必要事項

を記載して頂ければ結構です。

その他議会開催中は、本会議・常任委員会

は傍聴することができます。皆様が選んだ議員が

実際にどのような活動をしているか、実際に、自

分の目で確かめてみてはいかがですか。

選挙時に棄権してしまう理由に政治（家）不信

があります。責任のある政治・投票のために機

会がございましたら、傍聴に是非お越しください。

（平成９年４月２５日第３種郵便物許可）

ただ今、あべきみこ後援会「墨田げんき応援団」への参加を大募集しています。
後援会にご加入いただき、「あべきみこ」と一緒に『元気なすみだ』をつくりましょう。

★問い合わせ先★

〒131-0043東京都墨田区立花4-1-8 ℡：03-3610-0777 fax：3610-0770

mail：abekimi@abekimi.net ★URL:http//www.abekimi.net
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